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本研究は，身体障害者福祉施設の施設職員（施設長を含む）が認識する自立の構造を明らか
にすることが目的である。
調査対象者は，近畿２府４県の身体障害者福祉施設150カ所の職員，施設長各１名ずつの計

300名であり，調査方法は無記名の自記式郵送調査である。調査期間は2005年２月14日から３
月11日で，有効回答率は66.0％であった。調査項目は，基本属性，先行研究から抽出された自
立に関連する項目を設定した。施設職員が認識する自立概念を明らかにするため，分析方法に
はバリマックス回転を伴う因子分析（主因子法）を用いた。
本研究の分析から，施設職員が認識する自立概念は，「生活主体者という立場からの自己実

現志向」「一個人として尊重されていることへの気づき」「社会制度の選択・開発過程への積極
的関与」「身辺および経済面における自助志向」「他者との非依存的な人間関係の構築」の５因
子からなることが明らかとなった。
本研究は，自立を「身体的」や「経済的」側面から捉えていくことの限界を示唆した先行研

究を支持する結果となった。そして，施設職員は，自助志向の従来の自立観と自己実現などを
キーワードとする新しい自立観という２つの立場を内包していることが明らかとなった。今後，
施設職員は，障害者に対する適切な自立支援を行っていくためにも，何を自立と考えるのかを
明確にし，具体的な自立支援の方法を考えていくことが必要となる。また，従来の自助志向の
自立観も否定されるものではないが，その考え方が障害者から必ずしも支持されてきた自立観
ではないことから，今日の自立支援の方向性として，個人として尊重されることや社会制度と
の関わりを意識した支援が求められる。そして，社会制度の利用を自立と捉えることは，障害
者自立支援法に基づいた支援を行っていくにあたり，非常に重要なことであり，障害者に対す
る「権利擁護」の考え方にもつながるものであると考えられる。

身体障害者，施設職員，施設長，自立

Ⅰ

自立概念の多義性・多様性は多くの研究者ら
によって指摘されている1)-3)。しかし，「近代社
会」は明確に経済的に他に頼らないという意味
での自立を求め4)5)，そのため，労働市場に参

加できないとみなされてきた障害者は，自立で
きない立場にあるとされてきた。障害者運動は
「労働市場で受け入れられない障害者を包括で
きる自立の概念を追求し」6)，労働能力が過度
に価値化されることに批判的な主張を行ってき
た7)。そのような背景もあって，今日の社会福
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祉で語られる自立の概念は，自立生活運動のな
かで追求されてきた特有の意味での自立であり，
それは「自立的依存を含み，自己決定・自己管
理を前提とする，自己実現としての自立」と理
解されている8)。
自立概念は，概念を提起する論者の考え方に

大きく影響される。加藤は，自立を「義務とし
ての自立」と「権利としての自立」という立場
で捉えている9)。「義務としての自立」は，「他
人に頼らないで自分で処すること」であり，そ
こでは就労や の獲得といった自助志向が
自立とされる。一方，「権利としての自立」は，
自立するために必要な制度・サービスを要求す
る立場であり，「義務としての自立」と違った
立場をとり，自助よりも自己決定・自己選択な
どがキーワードとなる。自立は，大きく２つの
立場を内包する概念であり，どちらの立場が正
しいのかという議論ではない。
このように自立概念に多義性が認められるな

か，社会福祉施設の施設長や職員（以下，施設
職員）は，援助対象者の「自立」を期待し，
日々の活動を行っている10)。しかし，施設職員
との介助関係が障害者の自立を阻害してきたと
いう考え方11)や，施設生活を送り続ける限り自
立生活は難しい12)といった指摘がされ，施設職
員と障害者が捉える自立に対する考え方は一致
していない場合もある。そのような状況のなか
で，障害者の自立を支援している施設職員がど
のような自立観をもっているのかを分析するこ
とは，今後の支援のあり方を考えていく上で非
常に重要な情報になると考えられる。
本研究では，障害者の自立について，施設職

員がどのように認識しているのかを把握するた
めに，自立に対する認識の構造を明らかにする
ことにした。

Ⅱ

調査対象者は， に登録されてい
る近畿２府４県の身体障害者福祉施設150カ所
の職員，施設長各１名ずつの計300名である。

調査方法は，無記名の自記式郵送調査とし，調
査期間は，2005年２月14日から３月11日までと
した。有効回答数（率）は，198票（66.0％）で
あった。

本研究では，自立の質問項目の作成にあたり，
その領域の先行研究を参考にした。様々な研究
者によって自立概念の検討が行われている
が3)13)-24)，自立に関する概念が必ずしも一致し
ているわけではない。しかし，様々な先行研究
のなかで，自立に関する共通的な要素をまとめ
ると，「身体」「心理・精神」「経済」「社会」
「生活スタイル」「自己実現」の６領域にしぼ
ることができ，その６領域を中心に本研究では
質問項目を作成した。
「身体」領域は，「 の獲得」「介助を受
けながらの生活」「介助生活」を質問項目の
キーワードとし，３項目で構成した。「心理・
精神」領域は，「自己決定・自己選択」「自己責
任」「サポートによる自己決定」「パターナリズ
ムの排除（２項目）」「他者との関係」「家族と
の関係」を質問項目のキーワードとし，計７項
目で構成した。「経済」領域は，「自活のための
就労」「社会保障制度の利用」「生活費の管理」
を質問項目のキーワードとし，計３項目で構成
した。「社会」領域は，「他者からの肯定的な存
在価値付与」「肯定的な存在価値認識」「社会制
度の選択」「社会制度への参加」を質問項目の
キーワードとし，計４項目で構成した。「生活
スタイル」領域は，「自分にあった生活スタイ
ル探し」「生活環境の維持」「住環境の 向
上への努力」「独居生活」を質問項目のキー
ワードとし，計４項目で構成した。「自己実
現」領域は，「人生の主人公」「自己形成」「自
己決定に基づく自己実現への努力」「主体的な
生活の形成」「地域社会への参加」「個人として
尊重される生活」を質問項目のキーワードとし，
計６項目で構成した。
回答選択肢は「そう思わない（１点）」から

「そう思う（５点）」の５段階で設定した。最
終的な調査項目の設定にあたっては，本研究関
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調査項目 人数（％）

性別
男性
女性
不明

年齢
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代
無回答

福祉系資格の有無
あり
なし
無回答

最終学歴
大卒未満
大卒以上
無回答

現職場での就労年数
０～４年
５～９
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34

福祉職としての通算就労年数
０～４年
５～９
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
40～44
45～49
50年以上
無回答

過去１年間における研修会への参加回数
０ 回
１～３
４～６
７～９
10回以上

役職
施設長
職員

注 本研究の福祉系資格は，社会福祉士，介護福祉士，社会福祉主事，
介護支援専門員，ホームヘルパー１級もしくは２級を設定した。
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係者により精査を行い，さらに福祉研究者によ
る妥当性の精査を受けた。したがって，本研究
の項目の尺度の内容妥当性はあるものと判断で
きる。なお，調査対象者の基本属性に関する質
問項目として，性，年齢，福祉系資格の有無，
就労年数（現職場および福祉職通算）などを設
定した。

身体障害者福祉施設の施設職員が認識する自

立概念の構造を明らかにするため，バリマック
ス回転を伴う因子分析（主因子法）を行った。
また，各因子に対する認識を比較するため，因
子平均点を算出し単純集計を行った（因子素得
点合計から各因子を構成する項目数で除し，平
均点を算出した）。統計解析には 12.0

を用いた。

Ⅲ

調査対象者は，男性が70.2％，女性が27.8％
であった。年齢は，40歳代が最も多く26.8％，
次に50歳代の24.7％となった。福祉職としての
通算就労年数は，5～９年が最も多く24.2％，
次に20～24年が19.2％と続いた（ ）。
役職別では，職員（Ｎ＝101）は，30歳代で福

祉職としての通算就労年数が５～９年の者が最
も多く，施設長（Ｎ＝97）は，50歳代で福祉職と
しての通算就労年数が20～24年の者が最も多
かった。

身体障害者福祉施設の施設職員が認識する自
立概念として設定した27項目を一括投入し，因
子負荷量が0.4以下の項目，両義性が認められ
る項目を除外した結果，17項目５因子が抽出さ
れた（累積寄与率：44.32％）。第１因子は，
「自己形成」「自己決定に基づく自己実現への
努力」「主体的な生活の形成」「住環境の
向上への努力」「人生の主人公」の５項目から
なり【生活主体者という立場からの自己実現志
向】と解釈した。第２因子は，「個人として尊
重される生活」「肯定的な存在価値認識」「地域
社会への参加」「他者からの肯定的な存在価値
付与」の４項目からなり【一個人として尊重さ
れていることへの気づき】と解釈した。第３因
子は，「社会制度への参加」「社会制度の選択」
「介助を受けながらの生活」「生活費の管理」
の４項目からなり【社会制度の選択・開発過程
への積極的関与】と解釈した。第４因子は，
「 の獲得」「自活のための就労」の２項目
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質 問 項 目
因 子 負 荷 量

α第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子

・自己実現としての自立とは，自らの生活の主体者として自
己形成を行っていくことである

・自己実現としての自立とは，生活を自ら決定し，制御し，
充実した自己の実現を求めて努力することである

・自己実現としての自立とは，主体的に自己の生活を形成
し，自己実現をはかっていこうとすることである

・生活スタイルにおける自立とは，生活の質を向上させるため
に生活の状況を改良し，適切な生活を創り出すことである

・自己実現としての自立とは，一個人として生活・人生の主
人公となることである

・自己実現としての自立とは，個人の役割が尊重され，質の
高い生活を送る機会が与えられることである

・社会的自立とは，自らの存在を，価値ある者として感じて
いることである

・自己実現としての自立とは，地域社会の中で生活し，さま
ざまな社会活動に参加していくことである

・社会的自立とは，自分自身を取り巻く人々や社会から，価
値ある者として受け入れられるようになることである

・社会的自立とは，自らの生活に影響を与える政策やサービ
スの計画立案，決定，管理運営の過程に参加することである

・社会的自立とは，自らの生活に影響を受ける諸政策，制
度・サービスを選択することである

・身辺自立とは，自分にとって必要かつ適切なサービスを介
護人に依頼できるようになることである

・経済的自立とは，就労できなくとも，生活費を自主的に管
理できるようになることである

・身辺自立とは，日常生活（掃除・洗濯など）において他人に
依存しないことである
・経済的自立とは，安定した職業に就くことによって，経済
的に他に依存しないことである

・心理的・精神的自立とは，他者との依存的ではない良好な
人間関係を構築することである

・心理的・精神的自立とは，家族へ依存的にならないことで
ある

寄 与 率

因 子 名 平均値 標準偏差

第１因子：生活主体者という立場からの自己実現志向
第２因子：一個人として尊重されていることへの気づき
第３因子：社会制度の選択・開発過程への積極的関与
第４因子：身辺および経済面における自助志向
第５因子：他者との非依存的な人間関係の構築
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からなり【身辺および経済面におけ
る自助志向】と解釈した。第５因子
は，「他者との関係」「家族との関
係」の２項目からなり【他者との非
依存的な人間関係の構築】と解釈し
た。
なお，各因子の信頼性係数（ のα

係数）は，すべての因子で0.6以上を示し，そ
れぞれの因子の下位尺度としての信頼性は高い
と判断できる（ ）。
因子別の単純集計の結果は，第１因子の平均

点が最も高く3.99点となっている。一方，最も
低い平均点は，第４因子の2.91点であった（
）。

Ⅳ

因子分析の結果，設定した領域が因子として
まとまらなかった。この点について，杉本は，
形態別に捉えられてきた障害者の自立論に批判
的な見解を示し25)，高坂，戸田も，既存の自立
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概念の研究において，設定した側面を定義で十
分説明できても，因子分析ではその側面が必ず
しも独立して表われないことについて，「それ
ぞれの側面が独立に表われるというよりは，相
互に関連して表われると考えた方がより現実に
即しているのかもしれない」と述べ26)，自立概
念を説明する際に用いられる「領域」が，必ず
しも自立の構成内容を意味しないことを示唆し
ている。このように，自立の領域は，それぞれ
独立して存在しておらず，自立の構造を捉え理
解するには「領域」ではなく，領域を越えてま
とまった「キーワード（の集まり）」に着目す
ることが必要であると考えられる。これらの先
行研究を踏まえると，設定した「領域」が因子
として抽出されなかったことは，妥当な結果で
あると考えることができ，また，キーワードを
中心に考え，新たに抽出された因子を考察して
いくことは意義深いことであると考えられる。
そこで，改めて因子を構成する項目のキーワー
ドに焦点を当て，各因子を解釈していく。ただ
し，本研究で抽出された因子は確定的なもので
はなく，探索的なものであり，1つの仮説的な
自立概念モデルであることを明記しておく。

第１因子【生活主体者という立場からの自己
実現志向】は，新しい自立観の構成要素として
理解され，施設職員が認識する自立概念には，
新しい自立観の考え方がそのまま一側面として
存在していることが示唆される27)。また，因子
を構成する項目の中には，従来の新しい自立観
には含まれなかった「生活スタイル」の項目
（住環境の 向上への努力）を確認できる
が，先行研究28)より，身体障害者にとって生活
空間が保障されることと自立には関連があると
示唆されており，新しい自立観の中に，住空間
の視点が取り込まれた本因子に障害者の自立の
特徴があるものと考える3)。また，第１因子は，
その項目の平均点が５因子の中で最も高く，施
設職員が認識する自立概念として中心的な位置
にあり，施設職員が常に意識している自立概念
であることがうかがえる。

第２因子【一個人として尊重されていること
への気づき】は，障害者の自立を考える上で非
常に重要な考え方として捉えられている。障害
者にとって真の意味で個人として尊重されるこ
とは，社会から与えられてきた障害者に対する
「否定性」を払しょくすることにつながる11)。
また，個人として尊重され，障害者が自己を肯
定的に捉えようとすることは，「主体性獲得」
の一側面であることが示唆されている29)。そし
て，「主体性の獲得」は，社会との関わりとの
文脈で捉えられる必要があり，「社会的に認知
されること」と密接な関連があることが考えら
れる。その点を踏まえると，「主体性の獲得」
と「社会的に認知されること」が１つの因子に
まとまったことは，障害者自身による障害の受
容と社会の偏見や差別の克服が「本質的に同じ
もの」である30)という指摘と一致し，施設職員
が体験的に自立をこのように認識したと判断で
きる。
第３因子【社会制度の選択・開発過程への積
極的関与】は，因子を構成するキーワードから
もわかるように「社会制度との関わり」という
共通性を確認できる。「社会制度との関わり」
は，先行研究にみた自立の要素には含まれてお
らず，社会制度に積極的に関わっていくことを
自立と捉えたのは，障害者の自立を論じるとき
のみであった18)31)。その意味で，第３因子は，
障害者の自立を考えるにあたって特徴的な因子
である。また，「義務としての自立」は「制度
を利用しないこと」を自立とするものであった
ことから，本因子は「権利としての自立」の立
場にあるものと考えられる。この因子の平均点
は，3.64点と比較的高い。障害者の自立を考え
ていく上では「社会制度との関わり」は不可欠
であること，そして近年の障害者福祉分野で主
張されている「権利としての自立」に関する意
識の高まりが得点の高さに結びついたものと考
えられる。
第４因子【身辺および経済面における自助志
向】は，因子を構成するキーワードを踏まえる
と「他者に頼らない・支援を求めないこと」と
「就労し，所得を得ること」の２要素で構成さ
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れていると解釈できる。本因子が抽出されたこ
とで，施設職員は新しい自立観が台頭してくる
なかにあっても，自立の一側面として，従来の
自立観を認識していると理解できる。つまり，
障害者は皆一様ではなく32)，障害者の自立を支
援する立場にある施設職員が，自助型支援を求
める障害者も視野に入れて自立を捉えているこ
とが，この因子を形成させた要因であるとも考
えられる。ただし，因子としては抽出されたが，
この因子の平均点は，５因子の中で最も低く，
施設職員に意識はされているが，自立を考える
上での中心的な考え方ではないことが，この点
数の低さからうかがえる。
第５因子は，「心理的・精神的自立」の項目

のみでまとまったが，因子を構成するキーワー
ドは「他者との関係」と「家族との関係」の２
項目であり，設定した当初のように「心理的・
精神的自立」と解釈することができないと考え，
【他者との非依存的な人間関係の構築】と解釈
した。自立という意味において，他者との関係
性を否定することは，「孤立」であり33)，「虚構
性」をもつと指摘されているが34)，その一方で
「他者に依存せずに自分で行動できること」は
重要なこととして認識されている33)。先行研究
から「非依存的な人間関係」は，家族を含む他
者との関係を拒絶するような閉じた人間関係で
はなく，開かれた人間関係を基礎とするが，そ
れは決して「自我がきわめて希薄，親子分離の
ない仲良し親子」12)を志向するものではないと
いう意味になるものと考えられる。人間は，他
者に対する依存を否定できないため，絶対的な
自立の達成は不可能であるが，「相対的な自
立」の達成は可能であると指摘されている34)。
この指摘を踏まえれば，本因子の存在は，施設
職員が「相対的な自立」を志向していることを
示唆するものであるといえるだろう。

因子分析結果から明らかなように，施設職員
が認識する自立概念には，２つの立場が確認で
きる。どちらもその立場に正当性をもち，否定

されるべき自立概念ではない。しかし，施設職
員は，身辺自立や就労といった経済的自立のみ
が，障害者の自立であるとは捉えていないこと
が明確になった。「一個人として尊重するこ
と」や「社会制度を積極的に利用していくこ
と」などは，従来，障害者が主張してきた考え
方であり，その立場を尊重した自立支援が重要
であることが本研究で再確認された。そして，
施設職員がこれまでの障害者の主張を肯定的に
受け入れ，その主張を強く意識していることも
本研究の結果からうかがえた。今後，施設職員
が障害者の自立を支援していくためにも，障害
者の自立を障害者と共に考え，どのようにすれ
ば，障害者の自立を促進できるのか，具体的な
支援方法の構築が必要となる。その場合，本研
究で明らかとなった「権利としての自立」の考
え方を具現化し，障害者の「権利擁護」のため
の支援方法とは何かを考えることが必要である
といえる。
最後に，本研究で明らかとなった結果は，断
定的なものではなく，探索的なものであり，障
害者の自立概念の構造についての吟味は，さら
に研究を進めていく必要がある。また，本研究
の対象者は身体障害者の施設職員のみであり，
他の障害者（知的障害あるいは精神障害）の施
設職員を対象とした研究ではないことから，そ
れらの施設職員の自立概念の構造が今回得られ
た結果と一致するかどうかは不明である。３障
害の施設職員で自立概念の構造に，どのような
共通点や相違点があるのかを明確にすることは
今後の研究課題である。

今回の調査にご協力いただいた身体障害者福
祉施設の施設長ならびに職員の方々に心よりお
礼申し上げます。なお，本研究は，平成16年度
厚生労働科学研究費補助金・障害保健福祉総合
研究事業（主任研究者：坂口正之，分担研究者
：白澤政和・岡田進一）の一部として実施され
たものである。
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